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ＤＶ／デートＤＶってご存じですか？ ＤＶに関する本市の現状と課題

どんな行為がＤＶやデートＤＶになるの？

ＤＶとは・・・
【ＤＶ・デートＤＶの認知度※】（令和４年度大津市調査）

【ＤＶの被害経験（男女別）】（令和４年度大津市調査）

【大津市のＤＶ相談件数の推移（男女別）】

※「言葉もその内容もよく知っている」又は「言葉もその
内容もある程度知っている」と回答した人の割合

身体的暴力

性的暴力

 精神的暴力

経済的暴力

社会的暴力

デートＤＶとは・・・

ドメスティック・バイオレンスの略であり、家庭内暴力を指します。
具体的には、配偶者、元配偶者、婚姻していないが生活の本拠を共にするパートナーから
の、生命又は身体に危害を及ぼす不法な攻撃、又はこれに準ずる心身に有害な影響を及
ぼす言動をいいます。

婚姻しておらず、かつ生活の本拠を共にしていない交際相手からの、生命又は身体に危害
を及ぼす不法な攻撃、又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいいます。

殴る、蹴る、 
髪をひっぱる、
物を投げつける、
首を絞める　など

無視する、脅す、怒鳴る、
人格を否定する、
大切なものを壊す・捨てる、
体型や容姿をけなす　など

性行為を強要する、
避妊に協力しない、
ポルノを無理やり見せる、
嫌がっているのに体を触る　など

実家や友人との付き合いを制限する、
人間関係や行動を監視する、
無理やり服装や髪型を決める など

生活費を渡さない、
借りたお金を返さない、
お金を取り上げる　など

（注）暴力には上記のように様々なものがありますが、暴力をふるう人はこれらを複合的に
組み合わせ、相手を支配し、自分の思いどおりにしようとする傾向があります。

 

 

ＤＶの認知度は94.6％と高くなっ
ていますが、デートＤＶについては 
42.9％と、ＤＶの半分以下となってい
ます。
市民一人一人が、ＤＶやデートＤＶ
が犯罪となる行為をも含む重大な人
権侵害であることを認識するために、
引き続き様々な機会を通じて周知、
啓発を行う必要があります。

ＤＶの被害経験については、「ＤＶ
を受けている」、「過去に経験したこ
とがある」を合わせた『経験がある』
割合が男性で2.6％、女性で5.4％と
なっています。
また、ＤＶの自覚はないものの、配
偶者等からの言動や行動を通じてつ
らい経験をしたことがあると回答し
た人は、男性で3.4％、女性で13.6％
となっています。
ＤＶやデートＤＶに気づいていない
潜在的な被害者や若年層にも届く周
知啓発が必要であると考えられます。

大津市のＤＶ相談件数について
は、令和４年度に減少したものの、令
和元年度から３年度までは500 件を
超えて推移するなど、ここ数年の傾向
をみると増加傾向にあります。
相談件数が増加する中、被害者一
人一人に対して寄り添い、相談支援、
安全確保、自立支援に向けて適切に
対応していく必要があります。
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主な取組内容計画策定の趣旨
配偶者等からの暴力（ＤＶ：ドメスティック・バイオレンス）は、犯罪となる行為をも含む
重大な人権侵害であり、被害者のみならず、養育する子ども等にも、深刻な被害を及ぼす
ものと考えられています。
大津市においても、これまでＤＶの防止に向けた周知啓発、相談支援、被害者の安全確
保、自立に向けた支援に関する施策を推進してきたところです。
今後も引き続き、関係所属、関係機関が連携し、総合的かつ一体的に施策を推進して
いくため、本計画を策定しました。

計画の位置づけ
本計画は、「ＤＶ防止法」第２条の３第３項に基づく市町村基本計画です。
また、大津市の「おおつかがやきプランⅣ（大津市男女共同参画推進計画・大津市女
性活躍推進計画）が本計画の上位計画に当たります。

施策体系

計画期間
令和６（2024）年度から令和10（2028）年度までの５年間とします。

基本理念

誰もが安心して暮らせる
ＤＶがないまち“大津”

基本的視点

基本目標

１．配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害で
あり、どんな理由があっても決して許されないという認識に立つこと。

２．被害者やその家族の立場に立った切れ目の無い支援に努めること。
３．施策の推進には、国、県等関係機関との連携をより一層深めること。

１．ＤＶの防止に向けた啓発の充実
３．被害者等の安全確保 
５．推進体制の整備

 ２．相談体制の充実
 ４．自立支援対策の充実
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基本目標 1  ＤＶの防止に向けた啓発の充実

ＤＶ防止の観点から、互いの人権を尊重し、個人の尊厳を傷つける暴力は許さないという意
識を社会全体で共有し、ＤＶ被害者が声をあげやすい社会環境づくりを進めることが大切です。
また、被害者や加害者を生まないためにも、市民一人一人がＤＶやデートＤＶの特性や暴力

によって生じる影響について理解することにより、暴力の防止につながるよう、周知啓発に努め
ます。

主要施策
（１）市民への啓発
（２）若年層に向けた啓発
（３）職員に対する研修・啓発
（４）地域や関係団体等に対する啓発
（５）加害者を生まないための啓発

基本目標 2  相談体制の充実

被害者が一人で悩むことなく、安心して相談できるよう相談窓口を周知するとともに、被害者
の立場に立った相談を行います。
また、女性被害者やその子どもだけでなく、男性の被害者をはじめ、高齢者、障害者、外国籍市

民等の相談に対しても適切に対応できるよう、相談員や相談業務に携わる職員の資質の向上を
図ります。
あわせて、被害者だけでなく、暴力をふるってしまう人からの相談体制についても考慮し、相談

手法の検討を行う必要があります。

主要施策
（１）相談窓口の周知
（２）通報等による早期発見と早期対応
（３）各種相談の実施
（４）子どもに関する相談への適切な対応
（５）高齢者、障害者、外国籍市民等に対する相談への適切な対応
（６）相談員等の資質向上
（７）各種相談手法の検討
（８）配偶者暴力相談支援センターについて



5

相談等

滋賀県
配偶者

暴力相談支援
センター

発見・通報・
見守り等

地域

発見・通報・
ケア等

医療機関

発見・通報・
相談等

人権擁護委員・
民生委員
児童委員

相談・情報提供等

日本司法支援
センター

（法テラス）

緊急保護・
加害者の検挙等

警察

保護命令等

裁判所

相談等

滋賀県子ども
家庭相談センター
（児童相談所）

相談・ｶｳﾝｾﾘﾝｸ・゙
付き添い支援等

おうみ犯罪
被害者

支援センター

相談・
アドバイス等

法務局・
弁護士

 関係機関が連携し、被害者とその家族を支援します 

大津市

被害者・家族

被害者支援関係機関

基本目標 3  被害者等の安全確保

被害者やその家族に対する暴力が緊迫している場合は、関係機関や警察との連携を通じて、
一時保護等により、被害者やその家族の安全を確保する必要があります。住民基本台帳情報の
閲覧制限をはじめ、市税情報、保険・年金関係、就学関係等において、被害者及びその子ども等
の情報管理を徹底し、関係所属と情報を共有することが安全を確保するうえで重要です。
また、令和６年４月より施行される改正ＤＶ防止法の考え方を踏まえ、保護命令制度の活用

など被害者が利用できる制度の情報提供や制度利用にあたっての助言等、被害者の側に立った
支援を行うことが大切です。

主要施策
（１）被害者やその子どもの安全確保
（２）被害者等に対する情報提供
（３）被害者等の情報管理の徹底

基本目標 4  自立支援対策の充実

被害者が加害者から離れ、心身の健康を取り戻し、自立して生活していくために、ＤＶ被害に
より生じている心理的影響に配慮し、被害者の意思を尊重しながら、住居確保や就労に向けた
支援、福祉・保険制度を活用した支援、子どもへの支援等を関係所属と関係機関が連携して行い
ます。
また、加害者の更生に向けた取組については、国の動向を注視しつつ、配偶者暴力加害者プ

ログラム等に関する調査研究を進めます。

主要施策
（１）被害者等に対する相談・情報提供
（２）福祉・保険制度等の活用による支援
（３）住居の確保に向けた支援
（４）就労に向けた支援
（５）子どもへの支援
（６）加害者更生等に対する調査研究
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被害者・家族

被害者支援関係機関

基本目標 5  推進体制の整備

ＤＶ被害者やその子ども等の安全確保、自立に向けた支援を行うためには、県の配偶者暴力
相談支援センター、児童相談所及び警察をはじめとする関係機関と連携を図ることが大切です。
大津市では、庁内の関係所属における取組や課題等の情報共有、相互連携を図るために、Ｄ

Ｖ対策担当者会議を設置しています。
庁内関係所属の連携を図るとともに、県、警察をはじめとする被害者支援関係機関との連携を

より一層深めます。

主要施策
（１）関係部局・機関との連携と協力
（２）ＤＶに関する意識等の把握
（３）苦情への適切な対応



主な相談窓口
大津市男女共同参画センター 大津市子ども家庭課

☎077-528-2615（相談予約ダイヤル）
（平日：９：00～ 17：00）

※年末年始除く

☎077-528-2686
（平日：９：00～ 17：00）

※年末年始除く

滋賀県立男女共同参画センター
（G-NET しが） 滋賀県中央子ども家庭相談センター
☎0748-37-8739

（火・水・金・土・日：９：00～12：00、13：00～17：00
木：9：00～12：00、17：00～20：30）

※祝日の翌日、年末年始除く

☎077-564-7867
（毎日：8：30 ～ 22：00）

緊急時は迷わず警察へ１１０番

発行：大津市　政策調整部　人権・男女共同参画課
〒520-0047　大津市浜大津四丁目１番１号明日都浜大津１階

TEL：077-528-2791　FAX：077-527-6288
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